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コ
ウ

あ
る
。
然
れ
ば
そ
の
後
経
卒
五
年
政
呂
・
れ
林
の
二
人

一
が
卒
し
、
大
老
の
聡
名
が
止
ん
で
か
ら
、
専
ら
公
儀

一
御
用
が
晩
街
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
o
m
H
M
m
元
年
の

一
頃
は
前
回
樹
脂
守
挙
資
・
奥
村
丹
後
守
修
古
が
公
館

一
御
用
と
な
り
、
.
制
後
辿
紛
し
て
一
一
人
役
と
な
っ
た
。

公
儀
御
用
は
、
幕
府
の
命
令
偲
建
そ
の
他
一
切
の
用

務
を
取
扱
ひ
、
朝
廷
の
用
向
も
そ
の
管
掌
す
る
間
別
で

あ
っ
た
。

コ
ウ
ギ
マ
チ
高
儀
町
金
制
作
の
町
布
で
、
初
は

公
能
町
と
斡
い
た
。
元
除
・
事
保
頃
ま
で
は
、
滞
侯

の
事
を
悦
俗
に
公
儀
と
稽
し
、
抑
制
附
を
大
公
儀
と
呼

ん
だ
が
、
こ
L

に
滞
の
用
地
が
あ
っ
た
ぬ
こ
の
町
布

を
生
じ
た
も
の
ら
し
い
。
後
に
商
能
と
し
た
の
は
幕

府
を
仰
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。

コ
ウ
ギ
マ
チ
公
儀
町

町。

J
コ
ウ
ギ
マ
チ

コ
ウ
キ
ヨ
ウ
ジ
光
教
寺
金
搾
五
銭
町
に
在
っ

て
、
民
宗
商
一
概
に
邸
す
る
。
本
願
寺
諸
米
寺
純
に
、

巡
如
の
男
漣
持
牒
魚
、
江
泊
郡
山
凶
に
光
教
寺
を
開

基
し
、
山
川
光
教
寺
と
も
山
凶
坊
主
と
も
い
う
た
。

恕
努
の
後
は
子
組
能
玄
宗
嗣
ぎ
、
次
い
で
語
能
の
弟

劉
湾
銑
附
が
受
け
、
こ
れ
で
血
統
は
制
問
え
た
の
で
あ

る
。
後
附
娃
氏
五
年
に
一
束
。
‘
寺
を
金
搾
な
る
商
本

願
寺
別
院
の
境
内
に
移
し
た
。
今
の
腕
即
ち
是
で
あ

ろ。

珠
洲
都
蛸
応
に
在
つ

コ
ウ
ギ
ョ
ゥ
ジ
光
行
寺

て
、
員
宗
束
振
に
脱
す
る
。

コ
ウ
キ
ン
オ
ウ
カ
ン
江
金
往
簿
一
加
。
閥
均

勝
生
者
。
江
戸
か
ら
金
持
ま
で
の
宿
騨
村

ωを
記

し
、
そ
の
地
の
か
れ
m
m
m削
蹴
古
紙
そ
も
略
記
し
た
も
の

で
あ
る
。

ゴ
ウ
ゲ
イ
諜
襲
財
閥
房
と
脱
す
る
。
謀
総
ご

年
四
周
十
八
日
白
山
別
笛
峨
に
補
せ
ら
れ
、
同
年
九

高
儀

用
六
日
・
逝
去
し
た
h

」
と
が
白
山
旋
鍛
説
中
程
録
に
見

え
る
。コ

ウ
ヂ
ツ
イ
ン
江
月
院
加
賀
務
組
前
町
利
家

の
子
利
点
の
法
獄
。
詳
し
く
は
江
用
院
照
嶺
永
秋
大

mm
士。コ

ウ
ゲ
ツ
チ
高
月
池
能
楽
部
鐙
治
水
に
在
っ

て
、
菅
野
十
時
却
の
一
つ
で
あ
る
。
江
用
地
と
も
般
用

弁
と
も
い
ふ
。
閥
廻
四
十
閥
、
深
さ
九
尺
、
形
瓢
の

如
く
で
あ
り
、
問
よ
り
椋
水
が
あ
っ
た
が
、
後
地
箆

に
凶
っ
て
刷
出
刷
怖
を
生
じ
、
今
は
そ
の
跡
の
み
と
な
っ

た。
コ
ウ
ケ
ン
康
袋

J
レ
y
セ
イ
謡
襲
。

コ
ウ
ゲ
ン
イ
ン
高
源
院
加
到
滞
組
前
凶
利
家

の
子
制
制
の
法
焼
。
詳
し
く
は
高
源
院
純
岩
昌
久
大

腕
。

コ
ウ
ゲ
ン
イ
ン
高
源
院
大
事
寺
滞
京
第
六
代

前
川
利
純
の
法
焼
。
詳
し
く
は
高
源
院
天
然
・
民
地
大

府
士
。コ

ウ
ゲ
ン
イ
ン
高
源
院
金
制
伸
夫
柳
町
に
在
っ

て
町
制
宗
に
闘
す
る
。
山
脱
は
縞
依
山
。
開
組
啓
発

和
向
は
、
前
川
利
家
の
息
女
制
蜘
の
縁
類
と
L
て
取

立
て
ら
れ
た
か
ら
、
そ
の
恩
を
謝
す
る
鑓
路
永
十
八

年
大
一
見
川
に
常
寺
を
建
て
‘
前
期
の
法
悦
に
よ
っ
て

高
源
院
と
都
し
た
。
然
る
に
成
治
二
年
そ
の
寺
地
を

召
上
げ
ら
れ
、
代
地
を
奥
へ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、

今
の
腕
を
前
地
と
し
て
寺
を
建
ー
し
た
。

コ
ウ
ゲ
ン
イ
ン
光
現
院
加
賀
務
中
一
第
六
代
前

m吉
徳
夫
人
徳
川
氏
の
法
獄
。
詳
し
く
は
光
現
院
鏡

務
閥
消
大
姉
。

コ
ウ
ケ
ン
ジ
光
顕
寺
腿
舟
端
野
附
に
在
っ
て
、

民
宗
商
振
に
踊
す
る
。

コ
ウ
ゲ
ン
ジ
高
源
寺
珠
洲
郡
白
丸
に
在
っ
て
、

提
宗
聞
紙
に
邸
す
る
。

ヨ
ウ
ゲ
ン
ジ
光
現
寺
河
北
部
越
中
坂
に
在
っ

て
、
興
宗
東
援
に
邸
す
る
。
諸
家
分
脈
系
闘
に
.
弘

願
寺
ご
代
玄
教
〈
文
明
元
年
六
周
寂
〉
の
こ
子
玄
信
を

開
砲
と
す
る
も
の
是
で
あ
ら
う
が
、
光
現
寺
の
所
在

を
加
州
寺
尾
と
あ
っ
て
、
そ
の
寺
尾
の
地
は
今
不
明

で
あ
る
。

コ
ウ
ゲ
ン
ジ
光
現
寺
鳳
笠
郡
寺
地
に
在
っ
て
、

直
洞
宗
に
島
す
る
。
閉
山
は
永
光
寺
五
代
箆
庵
笠
間

で
、
一
位
徳
二
年
の
草
創
。
初
め
大
型
山
と
い
う
た
が
、

後
に
玉
峰
山
と
殴
め
た
。
能
菅
名
跡
志
寺
地
村
の
僚

に
、
『
上
の
寺
と
い
ふ
調
宗
あ
り
。
』
と
い
ふ
も
の
は

是
で
あ
ら
う
。

コ
ウ
ゲ
ン
ジ
光
源
寺
河
北
側
仰
木
・
捕
に
在
っ
て
、

民
宗
商
振
に
臨
す
る
。
初
は
東
一
蹴
で
あ
っ
た
が
、
正

保
四
年
斡
旋
し
た
と
い
ふ
。

コ
ウ
ゲ
ン
ジ
光
源
寺
鹿
島
郡
下
曾
舗
に
在
っ

て
、
国
拠
出
訳
東
一
概
に
臨
す
る
。

コ
ウ
ゲ
ン
ジ
光
玄
寺
能
楽
郡
串
に
在
っ
て
、

提
宗
東
振
に
鴎
す
る
。

コ
ウ
ゲ
ン
ジ
鹿
玄
寺
鹿
島
郡
賂
に
在
っ
て
・
、

興
宗
商
涯
に
臨
す
る
。

ヨ
ウ
コ
ウ
ゲ
ン
ム
キ
ジ
ユ
ツ
旬
股
弦
無
奇
術

一
mm。
享
和
三
年
金
禅
の
三
池
流
僻
持
者
馬
淵
文
邸
の

著
し
た
も
の
で
、
整
政
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

コ
ウ
ゴ
ウ
セ
ツ
キ
交
合
説
記

J
プ
y
ケ

Y

コ

ウ
ロ
グ
間
見
交
録
。

コ
ウ
コ
ヨ
ロ
ク
好
古
館
録
一

mm。
森
川
平
次

編
。
安
政
元
年
著
者
が
能
菅
を
一
巡
し
た
時
、
後
穏

と
な
る
べ
き
古
器
物
等
を
石
花
曇
で
摺
っ
た
も
の
L

蒐
集
で
あ
る
。

ヨ
ウ
ザ
高
産
能
楽
郡
山
上
郷
に
毘
す
る
部
訴
。

ヨ
ウ
サ
イ
ジ
慶
湾
寺
金
縛
御
小
人
町
に
在
っ

て
、
員
宗
東
涯
に
臨
し
、
慌
に
武
佐
の
臆
梼
寺
と
呼

ニ
九
二

ぷ
。
文
組
元
年
近
江
武
佐
贋
併
寺
の
弟
給
莱
が
、
本

願
寺
の
命
に
よ
っ
て
金
持
御
坊
に
下
り
宥
妨
と
な
っ

た
に
起
る
。
そ
の
こ
代
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
天
文

日
記
十
五
年
十
周
二
十
九
日
の
僚
に
、
金
持
御
坊
へ

『
鑓
堂
衆
民
掛
寺
臨
信
下
之
』
と
あ
る
も
の
是
か
と

思
は
れ
る
。
三
代
給
肢
の
時
、
天
正
八
年
佐
久
間
脱

政
は
金
搾
御
坊
を
陥
れ
、
鹿
梼
寺
は
安
江
郷
に
移
っ

た
が
、
四
代
縮
玄
の
箆
永
十
二
年
火
災
に
催
。
、
十

四
年
今
の
寺
地
を
脇
は
っ
て
再
建
し
た
と
い
ふ
。

コ
ウ
サ
イ
ジ
廃
潜
寺
河
北
部
領
家
に
在
っ
て
、

提
宗
東
疲
に
臨
し
、
英
附
臆
桝
寺
と
呼
ば
れ
る
。
点

事
二
年
の
聞
東
部
に
、
開
組
光
発
永
正
八
年
加
問
榔

英
田
郷
領
家
に
建
す
一
し
、
慶
長
二
年
金
持
安
江
木
町

ハ
今
の
英
町
)
に
移
御
し
た
と
あ
る
0
.
明
治
十
六
年
ま

た
領
家
に
隠
っ
た
。

コ
ウ
サ
イ
ジ
鹿
湾
寺
羽
咋
都
町
民
に
在
っ
て
、

長
宗
商
波
に
臨
す
る
。
初
め
安
永
元
年
運
徳
之
を
金

.
樽
本
願
寺
別
院
内
に
題
て
た
が
、
明
治
六
年
河
北
地

談
議
所
に
移
。
、
一
一
十
三
年
四
月
誕
に
今
の
地
に
郷

じ
た
。コ

ウ
サ
イ
ジ
光
瀦
寺

興
宗
東
仮
に
腿
ず
る
。

コ
ウ
サ
イ
ジ
光
酉
寺
羽
咋
榔
今
厳
に
在
っ
て

認
宗
東
振
に
邸
す
る
。

コ
ウ
ザ
イ
ジ
仰
西
寺
金
持
三
所
町
に
在
っ
て
、

長
宗
東
涯
に
鴎
す
る
。

コ
ウ
サ
イ
ジ
マ
チ
仰
西
寺
町
金
搾
の
鶴
町

名
。
何
商
寺
が
あ
る
に
凶
っ
て
お
を
得
た
。

コ
ウ
サ
イ
ズ
イ
ヒ
ツ
恒
癒
随
筆
四
加
。
恒
疏

は
閃
巾
式
如
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
加
は
閥
都
・
民

兵
・
姓
氏
以
下
の
考
殺
で
あ
る
が
、
第
二
加
以
下
は

諾
跡
記
の
抑
制
に
過
ぎ
ぬ
。
明
和
三
年
一
良
式
如
の
養
嗣

子
知
期
の
序
文
が
あ
る
。

羽
引
咋
州
側
代
川
に
在
っ
て


